
いばらき賃上げ支援金 申請書記入例1（申請書兼請求書➀） 
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➀ 
➀提出日を記入します 
※2026年1月30日までに申請 

➁対象コースにチェックを入力します 
※併給可、両方申請する場合は両方に  

➂対象労働者を正規（正社員） 
・非正規人ごとに人数を記入します 

③
部分は自動入力されます
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③

②



いばらき賃上げ支援金 申請書記入例1（申請書兼請求書➁） 
【法人の場合】 
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➀法人の場合、本社の住所 
※個人事業の場合、申請書が異なります。 ➀ 

➁ 

➂ 

➃ 

➄ 

➆ 
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➁代表者の役職と氏名を記入します。 

➂事業所の所在地・事業所名を記入します。 
※➀と同じ場合は「同上」と記入します。 

➄担当者の氏名・電話番号・メールアドレスを記入し
ます。※申請内容について説明ができる方 

➃該当する業種にチェックします。 
※複数事業運営の場合は主たる事業１つのみを選択。 
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/s
eido/sangyo/R05koumokusetsumei.html 

➅労働者数を記入します。 
※労働基準法第20条の規定に基づく「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」
とし、以下➀から➃に該当しない者の人数➀会社役員、個人事業主  ➁日々雇
い入れられる者  ➂２ヶ月以内の期間を定めて使用される者 ➃季節的業務に
４ヶ月以内の期間を定めて使用される者 

➆ほかにも助成金等の申請を行っている場合は記
入します。 

➅ 



いばらき賃上げ支援金 申請書記入例1（申請書兼請求書➁） 
【個人の場合】 
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➀申請者（事業主）の住所を記入します。 ➀ 

➁ 

➂ 

➃ 

➄ 

➆ 
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➁申請者（事業主）の氏名を記入します。 

➂事業所の所在地を記入します。 
※➀と同じ場合は「同上」と記入します。 
 なお、事業所名（屋号）は記入必須です。 

➄担当者の氏名・電話番号・メールアドレスを記入し
ます。※申請内容について説明ができる方 

➃該当する業種にチェックします。 
※複数事業運営の場合は主たる事業１つのみを選択
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/s
eido/sangyo/R05koumokusetsumei.html 

➅労働者数を記入します。 
※労働基準法第20条の規定に基づく「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」
とし、以下➀から➃に該当しない者の人数➀会社役員、個人事業主  ➁日々雇
い入れられる者  ➂２ヶ月以内の期間を定めて使用される者 ➃季節的業務に
４ヶ月以内の期間を定めて使用される者 

➆ほかにも助成金等の申請を行っている場合は記
入します。 

➅ 



いばらき賃上げ支援金 申請書記入例1（申請書兼請求書➂） 

© 茨城県社会保険労務士会 
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宣誓・同意事項で 
全ての項目にチェックが入らない場合は申請
対象とはなりません。 
 
※個人事業の場合様式が異なります。 
 
 



いばらき賃上げ支援金 申請書記入例2（支給対象労働者一覧） 
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正規雇用労働者 
ア 期間の定めのない労働契約を締結している者 
イ 派遣労働者として雇用されている者でないこと 
ウ 通常の労働者と同様の就業規則が適用されている者 

賃上引上げ年月日 
申請時点で適用されている賃金額に引き上げられた日 
賃上げ支援コース：R7/4/1～R7/10/11まで 
地域賃上げ加算支援コース：R7/4/1～R7/10/11まで 

（賃金額 時給額） 
・基本給以外の手当ても含みます。 
・月給制、時給制の場合は時給換算します。 
※計算方法の詳細は次ページ 

対象コースを選択してください 
賃上げ支援コース 
地域賃上げ加算コース 
賃上げ支援コース及び地域賃上げ加算コース 

対象外となる例 
➀新茨城 ミス太郎A 引上げ前、引上げ後いずれかが最低賃金以下となってしまっている。 
➁新茨城 ミス太郎B 引上げ前の賃金が基準を超えている（賃上げ支援：1010円、地域賃上げ：1068円） 
➂新茨城 ミス太郎C 引上げ年月日が対象期間外（賃上げ支援：R7/4/1～10/10、地域賃上げ：R7/4/1～10/11） 



時間あたり賃金額の計算方法➀ 
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1. 時間給の場合 
時間給≧最低賃金額（時間額）※基本給以外の賃金も含みます 
 
【最低賃金の対象とならない賃金】 
（1）臨時に支払われる賃金（結婚手当など） 
（2）1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など） 
（3）所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金（時間外割増賃金など） 
（4）所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金（休日割増賃金など） 
（5）午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、 
通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分（深夜割増賃金など） 
（6）精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 
 
2. 日給の場合 
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額（時間額） 
ただし、日額が定められている特定（産業別）最低賃金が適用される場合には、 
日給≧最低賃金額（日額） 
 
3. 月給の場合 
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額（時間額） 
 
4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合 
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数
で除した金額≧最低賃金（時間額） 
 
5. 上記1～4の組み合わせの場合 
例えば基本給が日給制で各手当（職務手当等）が月給制などの場合は、それぞれ上の2、 3の式により時
間額に換算し、それを合計したものが最低賃金額（時間額）となります。 

厚生労働省 賃金引上げ特設ページより https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/ 



時間あたり賃金額の計算方法➁ 
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厚生労働省 賃金引上げ特設ページより https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/ 



時間あたり賃金額の計算方法➂ 
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歩合給の場合、固定給と歩合給の組み合わせの場合など厚生労働省賃上げ特設ページよりご確認いただけます 
 
 

厚生労働省 賃金引上げ特設ページより https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/ 


